
覚
え
ま
し
ょ
う
!

●
と　
き　
6
月
21
日
㈫

　
　
　
　
　
午
後
1
時
30
分
〜
午
後
3
時（
90
分
）

●
と
こ
ろ　
ウ
エ
ル
シ
ア
利
府
青
山
店

　
　
　
　
　
「
ウ
エ
ル
カ
フ
ェ
」

●
講　
師　
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社

　
　
　
　
　
ス
マ
ホ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

●
参
加
費　
無
料

●
定　
員　
7
名（
先
着
順
）

●
申　
込　
お
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い

●
申
込
期
日　
6
月
14
日
㈫
ま
で

・
問　
ウ
エ
ル
シ
ア
利
府
青
山
店

☎
7
6
7-
7
0
7
3

◆「
散
骨
&
終
活
の
個
別
相
談
室

（
無
料
／
予
約
制
）」の
開
催

●
と　
き　
6
月
25
日
㈯

　
　
　
　
　
午
前
10
時
・
午
前
11
時
30
分

●
と
こ
ろ　
み
や
ぎ
N
P
O
プ
ラ
ザ
1
階

●
主　
催　
N
P
O
法
人
う
み
と
そ
ら

●
内　
容

　
散
骨
の
こ
と
、終
活
の
こ
と
、供
養
の
こ
と
、

墓
じ
ま
い
の
こ
と
、
予
算
、
流
れ
、
メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト
な
ど

●
申　
込

　

電
話
に
て「
お
名
前
」「
希
望
日
時
」「
相
談

内
容（
簡
単
に
）」を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問　
N
P
O
法
人
う
み
と
そ
ら（
担
当 

清
田
）

☎
2
0
0-

6
3
1
5

◆
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関
す
る

　
説
明
会
お
よ
び
登
録
申
請
相
談
会

　
税
務
署
で
は
、
事
業
者
の
方
を
対
象
に
消
費

税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
説
明
会
は
、事
前
予
約
制
に
よ
り
、各
回
と
も

定
員（
15
名
）に
な
り
次
第
、受
付
を
終
了
し
ま
す
。

　
ま
た
、
説
明
会
の
開
催
後
、
希
望
者
を
対
象

に
、
登
録
申
請
手
続
き
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
う

「
登
録
申
請
相
談
会
」を
行
い
ま
す
。

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
お
よ
び
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
ご
持
参
い
た
だ
い
た
方
に
は
、

e-

T
a
x
に
よ
り
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ま
た
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
無
い
方
に
つ
い
て

は
、書
面
に
よ
り
、申
請
書
の
記
載
方
法
等
の

サ
ポ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。参
加
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、左
に
記
載
の【
申
込
先
】へ
お
電
話
に
て
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
と　
き　
6
月
8
日
㈬
、
29
日
㈬

※
申
込
期
限
は
説
明
会
開
催
日
の
前
週
金
曜
日

ま
で
と
な
り
ま
す
。

※
各
回
と
も
午
前
10
時
か
ら
開
催
し
ま
す（
説
明

会
は
、
登
録
申
請
相
談
会
を
含
め
て
2
時
間

程
度
を
予
定
）。

※
説
明
内
容
は
各
回
と
も
同
じ
で
す
。

●
と
こ
ろ　
塩
釜
税
務
署　
三
階
会
議
室

・
問　
塩
釜
税
務
署　
法
人
課
税
第
一
部
門

☎
3
6
2-

2
1
5
3（
直
通
）

く
ら
し

◆
6
月
1
日
〜
10
日
は

　
「
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発

強
化
期
間
」で
す

　
電
波
は
、
ル
ー
ル
を
守
っ
て
正
し
く
使
い
ま

し
ょ
う
。
電
波
の
混
信
・
妨
害
に
つ
い
て
は

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
総
務
省　
東
北
総
合
通
信
局　
相
談
窓
口

☎
2
2
1-

0
6
4
1

◆
障
害
者
検
診
の
ご
案
内

　
生
活
機
能
の
維
持
・
改
善
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
検
診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
運
動
機
能

（
筋
力
・
関
節
の
動
き
・
歩
く
速
さ
等
）を
評
価

し
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
医
に
よ
る

医
療
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

も
よ
お
し

◆
全
国
一
斉「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

特
設
相
談
所
の
開
設
の
お
知
ら
せ

　
毎
年
6
月
1
日
は「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」で
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
あ
な
た
の
街
の
パ
ー
ト
ナ
ー

と
し
て
、
様
々
な
人
権
侵
害
な
ど
、
皆
さ
ん
の

問
題
解
決
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

　
配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
お
年

寄
り
や
子
ど
も
へ
の
虐
待
、
職
場
内
で
の
セ
ク

シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
い
じ
め
や
体
罰
な
ど

人
権
に
関
す
る
悩
み
が
あ
り
ま
し
た
ら
、お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は

厳
守
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
が
予
想
さ
れ
る
場
合
は
、
中
止
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

●
と　
き　
6
月
7
日
㈫

　
　
　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
5
時

●
と
こ
ろ　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）

　
　
　
　
　
研
修
室

問　
塩
釜
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

☎
3
6
2-

2
3
3
8

◆
は
じ
め
て
の
ス
マ
ホ
体
験
講
座

　
携
帯
か
ら
ス
マ
ホ
に
代
え
よ
う
と
考
え
て
い
る

方
、
ス
マ
ホ
初
心
者
の
方
、
楽
し
く
ス
マ
ホ
を

みんなの
広場

Information
インフォメーション

●
と　
き　
7
月
22
日
㈮

●
と
こ
ろ　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
問　
宮
城
県
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

支
援
セ
ン
タ
ー

☎
7
8
4-

3
5
9
2

◆
交
通
遺
児
育
英
会
奨
学
金
制
度
に
つ
い
て

　

保
護
者
等
が
道
路
に
お
け
る
交
通
事
故
で

亡
く
な
っ
た
り
、
重
い
後
遺
障
害
で
働
け
な
い

た
め
、
経
済
的
理
由
で
修
学
が
困
難
な
高
等

学
校
以
上
の
生
徒・学
生
に
奨
学
金
を
貸
与
し
て
、

教
育
の
機
会
均
等
を
図
り
、
社
会
有
用
の
人
材

を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
に
奨
学
金
制
度
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
制
度
の
概
要
及
び
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
電
話
に
て
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
受
付
時
間

　
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
30
分

　
土
、
日
、
祝
日
、
本
会
の
休
業
日
を
除
く

問　
公
益
財
団
法
人　
交
通
遺
児
育
英
会　

☎
0
3-

3
5
5
6-

0
7
7
3（
直
通
）

0
1
2
0-

5
2
1
2
8
6

https://w
w
w
.kotsuiji.com

ぼ
し
ゅ
う

◆
利
府
水
球
ク
ラ
ブ
会
員
募
集

　
五
輪
種
目
で
も
あ
る
水
球
を
一
緒
に
楽
し
み

ま
せ
ん
か
。

　
ジ
ュ
ニ
ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
し
た
、

様
々
な
大
会
へ
の
出
場
、
大
会
に
向
け
た
練
習

を
行
っ
て
い
ま
す
。
練
習
は
厳
し
く
楽
し
く
、

小
中
学
生
か
ら
大
学
生
ま
で
が
一
緒
に
練
習

を
し
て
い
ま
す
。

　
是
非
興
味
の
あ
る
方
、見
学
・
体
験
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。

◎
も
よ
お
し
等
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
中
止
や
延
期
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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●
募
集
対
象　
小
3
〜
中
学
生
の
男
女

　
　
　
　
　
　
（
初
心
者
歓
迎
!
）

●
と　
き　
毎
週
土
曜

　
　
　
　
　
午
後
4
時
〜
午
後
7
時

●
と
こ
ろ　
グ
ラ
ン
デ
ィ
・
21
プ
ー
ル

●
月
会
費　
3
、0
0
0
円

問　
利
府
水
球
ク
ラ
ブ　
藤
田

☎
0
9
0-

6
2
2
2-

8
7
0
7　

◆
2
0
2
2
年
度

　
国
家
公
務
員「
税
務
職
員
採
用
試
験
」

（
高
校
卒
業
程
度
）の
お
知
ら
せ

　
仙
台
国
税
局
で
は
、税
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

と
し
て
活
躍
す
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る

税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
国
の
財
政
を
支
え
る
税
務
職
員
に
、
あ
な
た

も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

●
受
験
資
格

　
①
令
和
４
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高
校
卒
業

後
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
お
よ
び

令
和
５
年
３
月
ま
で
に
高
校
を
卒
業
す
る

見
込
み
の
者

　
②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
と

認
め
る
者

●
受
験
申
込
受
付
期
間

　
６
月
20
日
㈪
〜
29
日
㈬

●
受
験
申
込
方
法

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
込
み

　
国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報N
AVI

　

https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
l

●
第
１
次
試
験
日

　
９
月
４
日
㈰

問　
仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
研
修
係

☎
2
6
3-

1
1
1
1

内
線
3
2
3
6

　
　
人
事
院
東
北
事
務
局☎

2
2
1-

2
0
2
2

◆
野
焼
き（
野
外
焼
却
）、た
き
火
に
注
意
!

　
「
野
焼
き
に
よ
る
火
災
が
発
生
し
て
い
ま
す
。」

　
野
焼
き
は
、
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

〇
野
焼
き
と
は　
　
　

　
適
法
な
焼
却
施
設
以
外
で
廃
棄
物（
ゴ
ミ
）を

燃
や
す
こ
と
を「
野
焼
き
」と
い
い
ま
す
。

〇
野
焼
き
の
具
体
例　

　
ド
ラ
ム
缶
焼
却
、
ブ
ロ
ッ
ク
積
の
焼
却
、
穴

を
掘
っ
て
の
焼
却
等
は
野
焼
き
と
同
じ
で
す
。

〇
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合　

・
農
林
業
を
営
む
上
で
、
や
む
を
得
な
い
も
の

と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却

・
ど
ん
と
祭
な
ど
の
地
域
の
行
事
で
不
要
と

な
っ
た
門
松
、
し
め
縄
等
の
焼
却

・
た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
上
で
通
常

行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な

も
の

〇
例
外
的
に
認
め
ら
れ
、
野
焼
き（
ゴ
ミ
焼
）を

　
実
施
す
る
場
合
の
注
意
事
項

・
実
施
す
る
前
に
、
消
防
署
へ
届
け
出
が
必
要

で
す
。

・
乾
燥
注
意
報
等
が
出
て
い
る
と
き
や
、
風
が

強
い
と
き
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

・
水
バ
ケ
ツ
や
消
火
器
な
ど
の
消
火
準
備
を
し

ま
し
ょ
う
。

・
日
没
ま
で
に
必
ず
終
わ
ら
せ
、
消
火
し
ま

し
ょ
う
。

・
焼
却
中
は
、
そ
の
場
を
離
れ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

・
焼
却
後
は
、
必
ず
、
火
が
消
え
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・
煙
な
ど
で
他
人
に
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
場
所

で
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

問　
危
機
対
策
課　
危
機
管
理
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

　
　
利
府
消
防
署　
　

☎
3
5
6-

2
2
5
1

消
防
か
ら
の
お
知
ら
せ
　

◆
危
険
物
安
全
週
間
が
実
施
さ
れ
ま
す

　
危
険
物
安
全
週
間
が
6
月
5
日
か
ら
11
日

ま
で
全
国
一
斉
に
展
開
さ
れ
ま
す
。

　

ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
、
軽
油
な
ど
の
危
険
物

は
、
私
た
ち
が
社
会
生
活
を
営
む
う
え
で
必
要

不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

ち
ょ
っ
と
し
た
不
注
意
な
ど
、
そ
の
危
険
性
の

認
識
を
誤
る
と
、
火
災
等
の
重
大
な
事
故
に

繋
が
り
ま
す
。
危
険
物
に
対
す
る
正
し
い
知
識

を
持
ち
、安
全
な
取
扱
い
や
保
管
方
法
を
心
掛
け
、

危
険
物
に
よ
る
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

　
令
和
4
年
度
危
険
物
安
全
週
間
推
進
標
語

　
　
　
「
一
連
の　
確
か
な
所
作
で　
無
災
害
」

　
危
険
物
に
つ
い
て
の
詳
し
い
こ
と
は
、
消
防

本
部
ま
た
は
最
寄
り
の
消
防
署
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部 

予
防
課

☎
3
6
1-

1
6
1
6

　
　
利
府
消
防
署　
　

☎
3
5
6-

2
2
5
1

◆
救
急
車
の
適
正
利
用
ご
協
力
の
お
願
い

　
塩
釜
地
区
管
内
の
救
急
件
数
は
、昨
年
に
比
べ

増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。救
急
車
は
、限
り
あ
る

医
療
資
源
で
す
。救
急
車
の
適
正
利
用
に
つ
い
て
、

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

命
に
か
か
わ
る
病
気
や
ケ
ガ
で
緊
急
に
病
院

へ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
迷
わ
ず

１
１
９
番
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
組
合
の
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

問　
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部 

警
防
課

☎
3
6
1-

1
6
1
2

◆
Ｎ
Ｅ
Ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

登
録
の
ご
案
内

　
Ｎ
Ｅ
Ｔ
１
１
９
は
、
聴
覚
や
発
語
に
障
が
い

の
あ
る
方
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
携
帯
電
話
を

使
用
し
、
簡
単
な
画
面
操
作
に
よ
り
１
１
９
番

通
報
を
行
え
る
事
前
登
録
制
の
シ
ス
テ
ム
で
す
。

（
登
録
無
料
）

　
塩
釜
地
区
管
内（
塩
竈
市
、多
賀
城
市
、松
島

町
、
七
ヶ
浜
町
、
利
府
町
）に
お
住
ま
い
の
音
声

に
よ
る
緊
急
通
報
の
難
し
い
方
を
対
象
と
し
て

登
録
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、詳
し
く
は
、

当
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

（
下
記
Q
R
コ
ー
ド
）

　
な
お
、
登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
ま
ず
は

メ
ー
ル
、
電
話（
会
話
可
能
な
親
族
等
）で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部 

指
令
課

☎
3
6
1-

0
1
1
9

3
6
5-

1
1
9
0

shireika@
sioshou.jp

◆
住
宅
用
火
災
警
報
器
の

　
　
設
置
・
点
検
を
お
願
い
し
ま
す

 

4
月
の
事
故
火
災【
町
内
】

◎
交
通
事
故　
　
　
　
　
11
件 （
39
件
）

　
前
年
度
同
期　
　
　
　
4
件 （
35
件
）

◎
火
災　
　
　
　
　
　
　
1
件 （
4
件
）

　
前
年
度
同
期　
　
　
　
1
件 （
3
件
）

　
　
　
　
（　
）内
は
1
月
か
ら
の
累
計
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